
 

                                

 

 

補助の対象となる方は？ 

１） 銚子市内に住民票がある方 

２） 木造住宅を所有し、かつ当該補助対象住宅に居住している方 

３） 市税等を滞納していない方 

※ 市税等とは市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金・分担金を指します。 

 

補助の対象となる住宅は？ 

１） 銚子市内にある専用住宅及び併用住宅（住居部分の割合が 1/2 以上）であること 

２） 補助の対象となる方が居住していること 

３） 地上階数が２以下であること 

４） 昭和５６年５月３１日以前に着工された工事により建築されていること 

５） 耐震診断による上部構造評点が１．０未満であること 

６） 交付決定を受けた日の当該年度の１月末日までに、耐震改修工事が完了すること 

※ 補助金の交付の対象となる回数は、一の住宅につき１回限りとします。 

 

補助金の額 

耐震改修設計、耐震改修工事及び耐震改修工事監理に要する合計費用の２分の１の額（１，０００円

未満は切捨て）とし、 上限１００万円 

 

お問い合わせ 

補助金の交付を受けるには、契約前に都市整備課（銚子市役所４階）への申請が必要となります。

わからない点については、TEL ０４７９-２１-３５１１までお問い合わせ下さい。（裏面参照） 

 

 

 

 

 

 

 

木造住宅耐震改修助成事業



〈市(都市整備課)〉 〈市　　　民〉 〈設計者・監理者・施工者〉

制度の紹介 補助対象条件の確認

必要書類の作成等
見積書等の作成

（設計者・施工者・監理者）

補助金交付申請書の提出

　　 ※設計・工事・監理の契約前に、補助金交付申請を行ってください。

補助金交付(却下)決定通知書の
受理

耐震改修設計の契約
耐震改修設計の契約

（設計者）

設計図書等の受理
耐震改修設計の実施
設計図書等の作成

（設計者）

耐震改修工事・監理の契約
耐震改修工事・監理の契約

（施工者・監理者）

工事写真等の受理
工事監理報告書等の受理

耐震改修工事・監理の実施
工事写真等の作成

工事監理報告書等の作成
（施工者・監理者）

実績報告書の提出

補助金確定通知書の受理

補助金交付請求書の提出

補助金の受理

木造住宅耐震改修費補助金交付手続きの流れ

受付・審査

受付・審査

受付・審査

※ 交付決定から当該年度１月末日までに

　  耐震改修を完了させ、実績報告書を

　　提出してください。

 


